
第 31回法人会全国大会・栃木大会参加見聞録      会長 田島淳次 

去る 10月 16日（木）、快晴の徳島阿波踊り空港を 9時過ぎに飛び立ち、阿

波麻植法人会からは 5名の参加者が栃木県宇都宮へと向かった。今回は来年の

徳島市での全国大会を控え、徳島県連から総勢 50 数名の参加者が視察や PR

を兼ねて大挙会場へと繰り込んだ。 

餃子で有名な宇都宮市は北関東の要所で、人口 54 万人を有し、徳島とは少

し街並みが異なり、海がない県だけに内陸気候の爽やかな風が吹き、少し色付

き掛けたマロニエが我々を迎えてくれた。 

会場は栃木県庁の前に建つ、総合文化センターで午後 2時開会となり、TBS

テレビ報道局解説者の杉尾秀哉氏の「日本の行方―政治と経済の現状分析と展

望」という演題で記念講演が始まった。長年の記者生活からの経験と政治家と

の付き合いの中で、将来の日本の展望を語り、70 分の講演時間を飽きさせる

事無く、締めくくられた杉尾氏は東大卒の片鱗を見せつけた。 

 その後、記念式典に移り国税庁長官や県知事等の多くの来賓をお迎えし、全

国からの参加者も 422単位会、大凡 2,000名が参加し、大会宣言も採択され盛

大に開催された。 

 また開会の前に、来年は我が阿波麻植法人会が会場の総合受付やクロークを

担当するため、会場内の各部署をカメラに収め、気付いた細かい表記なども見

て回った。また式典会場の通路には国税庁のＰＲ掲示や栃木県内の各単位会の

租税教育活動の紹介展示があり、大いに今後の参考となった。 

 そして式典の後半にはＰＲ隊として新しく設えた藍色ロゴジャンパーに着

替え、開催を大きく染め抜いたノボリを一人一人が携え、会場最前列に整列し

た様は圧巻であった。古川徳島県連会長の閉会の言葉に加え、プロジェクター

で大きく映し出された徳島のプロモーションビデオに合わせて県内の風土や

観光地を紹介された。 

 そののち会場を隣の建物に移し、懇親会が華やかに開催されたが、我々の会

場は栃木県連と同じ小さな会場で、栃木県内の食文化を堪能し、ご互いのエー

ルを交換する場となった。 

 結びにあたり、来年度を控え今回の視察は大きな刺激と見聞を広める結果と

なり、徳島大会を成功裏に導くための指針が見えてきた思いです。 

 第 32 回徳島大会“おどる国・とくしま”をキャッチフレーズに、全国 435

単位会にお遍路さんに対する「お接待」の心で、「お・も・て・な・し」を極

めて行きたいと思います。 

 



平成２７年度税制改正に関する提言(要約) 

 

≪基本的な課題≫ 

Ⅰ. 社会保障と税の一体改革と今後のあり方 

 

１. 社会保障制度のあり方に対する基本的考え方 

○我が国の社会保障制度は「中福祉」「低負担」であり、高齢化社会の急進展により今後の

社会保障給付は急速な増大が不可避とされることから、社会保障制度の改革は急を要す

る。 

 

○改革に当たっては、いかに給付を「重点化・効率化」によって抑制するかが重要である。

給付財源を公的負担に頼ることになれば、いくら増税しても間に合わない。 

 

（１）年金については、「マクロ経済スライドの厳格な適用」「支給開始年齢の引き上げ」「高

所得者の年金給付の削減」等、抜本的な施策を実施する。 

（２）医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う必要がある。また、給

付の急増を抑制するために診療報酬(本体)体系を見直すとともに、後発医薬品（ジェ

ネリック）の使用促進を強化する。 

（３）介護保険については、制度の持続性を高めるために、真に介護が必要な者とそうでな

い者とにメリハリをつけ、給付のあり方を見直すべきである。 

（４）生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止など

さらなる厳格な運用が不可欠である。 

（５）少子化対策では、現金給付より保育所の整備など現物給付に重点を置いた方が効果的

である。 

（６）企業の過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が

求められる。 

 

２．消費税引き上げに伴う対応措置 

○消費税率の引き上げに当たっては、景気に十分な配慮が必要なほか、よりきめ細かな価

格転嫁対策が求められる。 

 

（１）消費税率のさらなる引き上げに対応するため、現在施行されている「消費税転嫁対策

特別措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効

性の高い対策をとるべきである。 

（２）事業者の事務負担、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から、

当面（ 税率１０％程度までは ）は単一税率が望ましい。 

また、インボイスについては、単一税率であれば現行の「請求書等保存方式」で十分対

応できるものと考えるので、導入の必要はない。 

（３）税の滞納全体に占める消費税の割合は依然として高く、国民に消費税に対する不信感

を与える一因ともなっている。本来、消費税は預り金的な性格を有する税であること



から、消費税率のさらなる引き上げを考慮すると、その滞納防止に向けて、制度、執

行面においてより実効性のある対策を講じる必要がある。 

 

３．財政健全化に向けて 

（１）財政健全化の達成は税の自然増収や増税のみに頼るのではなく、聖域なき歳出削減が

不可欠である。その際には社会保障をはじめとした各歳出分野に削減目標を定め、そ

の達成に必要な具体的方策と工程表を明示して着実に実行することを求める。     

（２）消費税率のさらなる引き上げに当たっては経済への負荷を和らげる財政措置も必要に

なろうが、財政健全化の阻害要因とならないよう十分注意すべきである。 

（３）国債の信認が揺らいだ場合、金利の急上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、成

長を阻害することが考えられる。市場の動向を踏まえた細心の財政運営が求められる。 

 

４．行政改革の徹底 

○社会保障の安定財源確保と財政健全化のために、消費税が引き上げられることは重要で

あるが、その前提に「行革の徹底」があったことを改めて想起する必要がある。 

 

○「まず隗より始めよ」の精神に基づき地方を含めた政府、議会が自ら身を削らなければ

ならない。 

 

（１）国・地方における議員定数の削減、歳費の抑制 

（２）国･地方公務員の人員削減､能力を重視した賃金体系による人件費の抑制 

（３）特別会計と独立行政法人の無駄の削減 

（４）民間にできることは民間に任せるなど、積極的な民間活力導入を行って成長につなげ

る。 

 

５. 共通番号制度について 

○マイナンバーの運用に当たっては国民の利便性を高めるとともに、制度内容を国民に周

知し、定着に向けて取り組んでいくことが必要である。 

 

○個人情報の漏洩、第三者の悪用を防ぐためのプライバシー保護など制度の適切な運用が

担保される措置を講じるとともに、コスト意識をもつことも重要である。 

 

６.今後の税制改革のあり方  

○今後の税制改革に当たっては、①国際間の経済取引の増大や多様化、諸外国の租税政策

等との国際的整合性②経済の持続的成長と雇用の創出③少子高齢化や人口減少社会の急

進展④グローバル競争とそれがもたらす所得格差など、経済社会の大きな構造変化――

などにどう対応するかという視点等を踏まえ、税制全体を抜本的に見直していくことが

重要な課題である。 

 

 



Ⅱ.経済活性化と中小企業対策 

 

１．法人税率の引き下げ 

○復興特別法人税が１年前倒しで廃止され、法人実効税率は３５.６４％に引き下げられた。

しかし、近年、国際競争力の強化や外国資本の誘致などを目的に大幅な引き下げが行わ

れているアジア、欧州各国との税率格差は依然として大きい。 

こうした状況が続けば、国内企業の海外移転が加速し、雇用への悪影響、さらには経済

全体の衰退につながる恐れがある。これらの観点から、法人の税負担は地方税を含めて

大幅に軽減すべきであり、政府が示した来年度からの法人実効税率引き下げを着実に実

行すべきである。 

 

○税率引き下げの代替財源については、財政健全化目標との関係なども踏まえれば恒久財

源の確保を原則とすべきで、具体的財源は税制全般の改革の中で検討されることが望ま

しい。 

 

（１）法人実効税率２０％台の実現 

（２）代替財源として課税ベースを拡大するに当たっては、中小企業に十分配慮すべきであ

る。 

 

２．中小企業の活性化に資する税制措置 

（１）中小企業の軽減税率の１５％本則化と適用所得金額の引き上げ 

中小法人に適用される軽減税率の特例１５％を時限措置ではなく、本則化するよう求め

る。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長すること。 

また、昭和５６年以来、８００万円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、

少なくとも１,６００万円程度に引き上げるよう求める。 

（２）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下の通り制度を拡充するとと

もに本則化することを求める。 

①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。 

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限（合

計３００万円）を撤廃する。 

 

３．事業承継税制の拡充 

○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化、雇用の確保などに大きく貢

献しており、経済の根幹を支える重要な存在である。その中小企業が相続税の負担等に

より事業が承継できなくなることは、日本経済に大きな損失を与えるものである。 

 

○平成２５年度税制改正において、納税猶予制度の要件緩和や手続きの簡素化が図られる

など大幅な見直しが行われた。しかし、中小企業が円滑な事業承継を行うにはまだ不十

分である。 

（１）相続税、贈与税の納税猶予制度について要件緩和と充実 



①株式総数上限（３分の２）の撤廃と相続税の納税猶予割合（８０％）を１００％に引

き上げ 

②死亡時まで株式を所有しないと猶予税額が免除されない制度を、５年経過時点で免除

するよう見直す 

③対象会社規模を拡大する 

 （２）親族外への事業承継に対する措置の充実 

（３）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設 

 

Ⅲ.国と地方のあり方 

○地方分権は権限と責任が国から移行することを意味する。従って地方は国依存から脱却し

自立・自助の体質を構築することが不可欠となる。 

 

○地方行政に必要な安定的な財源の確保や行政改革についても、自立に向けて自らの責任で

政策を企画・立案し実行していくことが求められる。 

 

（１）広域行政による効率化の観点から道州制の導入について検討すべき。それに伴い、基

礎自治体（人口３０万人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併を推進すると

ともに、議員定数削減や行政のスリム化などの合併メリットを追求する必要がある。 

（２）地方においても、それぞれ行財政改革を行うために、民間のチェック機能を活かした

「事業仕分け」のような手法を導入すべきである。 

（３）地方公務員給与は、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）が

是正されつつあるものの、依然としてその水準は高く、適正水準に是正する必要があ

る。とくに、国家公務員に準拠するだけでなく、地域の民間企業の実態に準拠した給

与体系に見直すことが重要である。 

（４）地方議会は大胆にスリム化するとともに、より納税者の視点に立って行政に対するチ

ェック機能を果たすべき。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適正

化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広く導入するなどして見直す

べきである。 

 

Ⅳ．震災復興 

○被災地の復興の遅れが依然として改善されていない。復興事業に当たっては、予算を適正

かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続き、適切な支援を行う必

要がある。また、被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効性のあ

る措置を講じるよう求める。 

 

Ⅴ．その他 

１．納税環境の整備 

２．租税教育の充実 

 

≪税目別の具体的課題≫ 



 

法人税関係 

１．役員給与の損金算入の拡充 

 

所得税関係 

１．所得税のあり方 

（１）基幹税としての財源調達機能の回復 

（２）各種控除制度の見直し 

（３) 個人住民税の均等割は、応益負担原則の観点から適正水準とすべき 

２．少子化対策 

 

相続税・贈与税関係 

１．相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の課税強化は行うべ

きではない 

２．贈与税は経済の活性化に資するよう見直す 

（１）贈与税の基礎控除の引き上げ 

（２）相続時精算課税制度の特別控除額（２,５００万円）の引き上げ 

 

地方税関係 

１．固定資産税の抜本的見直し 

（１）商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す 

（２）居住用家屋の評価は経過年数に応じた評価方法に見直す 

（３）償却資産については、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（３０

万円）にまで拡大すべき。また、将来的には廃止も検討すべき。 

（４）土地の評価については行政の効率化の観点から一元化すべき 

２．事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止する 

３．住民税の超過課税は法人に対して安易に課すべきではない 

４．法定外目的税は税収確保のために法人に対して安易に課すべきではない 

 

その他 

１．配当に対する二重課税の見直し 

２．電子申告の推進について 

 


